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建設マスター顕彰状を授与します 

～優秀な技能・技術を持つ建設技能の承継に向け～ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

国土交通省では、建設産業の第一線で「ものづくり」に携わる方々に誇りと意欲を持っていただ

くとともに、その社会的評価の向上を図ることを目的として、特に優秀な技能・技術を持ち、後進

の指導・育成等に多大な貢献をされている建設技能者の方々を対象として、平成４年度より毎年「優

秀施工者国土交通大臣顕彰」（建設マスター）を実施しています。 

また、平成２７年度より、建設マスターに達するまでの技能の向上のインセンティブを与えるこ

とを目的として、優秀な技能・技術を持ち、今後更なる活躍が期待される青年技能者の方々を対象

として「青年優秀施工者不動産・建設経済局長顕彰」（建設ジュニアマスター）を実施しています。 

 

記 

 

１ 顕彰状授与の日時、場所 

日 時 令和３年１０月２８日（木） １３時３０分～ 

場 所 旭川合同庁舎 東館 ３階 第二会議室（旭川市宮前１条３丁目３番１５号） 

２ 被顕彰者 

北原 芳博(キタハラ ヨシヒロ)職種：舗装工 勤務先：株式会社 橋本川島コーポレーション 

優秀な技能・技術を持ち、後進の指導・育成等に多大な貢献をした建設技能者４８３名を建設マ

スターとして国土交通大臣が顕彰するとともに、今後さらなる活躍が期待される青年技能者１１６

名を建設ジュニアマスターとして顕彰します。 

 この度、当部から推薦した者（１名）が、建設マスターに顕彰されましたので、顕彰状の授与を

以下のとおり行います。 

なお、例年東京で行われる顕彰式は、新型コロナウイルスの感染状況等を考慮し、開催をとりや

めることといたしました。  

【問合せ先】 国土交通省 北海道開発局 旭川開発建設部  

        技術管理課 課  長 門脇  極  （0166-32-3893） 

 技術管理課 課長補佐 津村 喜武 （0166-32-3893） 

旭川開発建設部ホームページ https://www.hkd.mlit.go.jp/as/ 

旭川開発建設部公式 Twitter アカウント @mlit_hkd_as 


